
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人五十嵐与吉の上告理由について。

　農地法六一条所定の土地等の処分の制限に関する同法七三条の規定は、右の土地

等の所有者が私法上の契約により任意にその所有権を移転する場合にとどまらず、

強制競売、任意競売および国税徴収法による滞納処分（その他の法令により同法の

滞納処分の例による場合を含む。）による公売により前記土地等の所有権が移転す

る場合にも適用されると解するのが相当である。けだし、前記七三条が前記の制限

を定めたゆえんは、自作農を創設し又は自作農の経営を安定させるため必要がある

と認められて買収された前記の土地等について前記七三条所定の権利を設定し又は

移転するには、右の買収目的に鑑み、農林大臣の許可をその効力発生の要件とする

のが相当であるという法意に基づくものと解すべきところ、右権利の設定又は移転

が任意処分による場合と強制競売等による場合とでその取扱を異にすべき理由がな

いからである。所論は、右と異なる見解に立脚して原判決を非難するものであつて、

原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。
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